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              【開会=午後３時０３分】 

 

 ただいまから、議会改革特別委員会を開会いたします。 

本日の協議内容は令和４年度の協議事項についてであり

ます。令和５年３月定例会における中間報告に向け、まず

現在行っております令和４年度の協議事項について整理を

したいと思います。お手元には議会改革における検討事項

についてまとめた資料をお配りさせていただいておりま

す。資料においては再び議会改革特別委員会が設置された

平成２９年３月からの主な取り組みを列記し、それぞれの

状況、現状を載せております。表の中で令和４年協議事項

とある項目が今年度の協議事項となっております。一度ご

覧いただいて、何かご意見等々ございましたらご発言をお

願いいたします。 

 

広報広聴委員会のところなんですけれども、広報広聴委

員会の活動ルールを明文化するための設置規程を設けると

ありますが、前回いただいた資料の中に広報広聴委員会の

そういったものが入っていたような気がしたんですけれど

も、違いますかという確認です。 

 

ここで設けるとさせていただいたのは、とりあえずその

案を作成するまでを議会改革特別委員会でしていただいた

ので、ここでは委員会として規程を設けるということで止

めてあります。ちょっとわかりにくい表現かもしれません。

議会改革特別委員会で設置規程案を作っていただいた後、

議会運営に関わる事項ということで、委員長から議会運営

委員長に対して検討いただくように依頼していただいて、

その後、議会運営委員会が案を検討した上で、３月中に制

定していただく方向で取りまとめていただいたので、先般

の全員協議会の中で議会運営委員長から説明をいただいた

という経緯になっております。 

 

今の広報広聴委員会の活動ルールの明文化とか、タブレ

ット端末の導入時期、導入後の運営方法等を協議したとい

うことで、今の広報広聴委員会の運営ルールの明文化など

は一応の結論が出ていて、協議した中で、その他の大学や

学識経験者との連携等については、まだ協議が終わってい

ないので、これは引き続きやっていくべきことかなという

ふうに思いますが、令和４年検討事項となっている中で、

引き続き協議するべきものが何かということを明らかにす
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る必要があるんじゃないかというふうに思います。一般質

問についても現行を踏襲ということで一応の結論が出てい

るので、これは終わって、事前通告の運用方法についても

一応切りをつけていいんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 

上の見出しを協議事項にして、下のところを協議済にし

た方がわかりやすいんじゃないか。もう議会改革特別委員

会を離れて議運の方に上げたので、どうでしょう。 

 

検討事項というのがあるので、検討事項があって、検討

済、実施済はいいよね。 

 

広報広聴は実施済じゃないのか。 

 

 協議中は令和４年協議事項ということで何点か上がって

いるけど、これは令和４年協議した事項が広報広聴委員会

等なので、その中でどれが結論が出て、どれがまだ結論に

至っていないかをわかるようにできるといい。 

 

一番最初の協議済、実施済というのを、協議済をなくし

て実施済だけにして、協議中ではなしに議運に提案済とか

にしたらどうかと思うんですけど。 

 

協議済、実施済を令和３年以前実施済み、協議中の欄を

令和４年の協議済と協議中に分ける。これだったら多分う

まくいくと思うんです。このレイアウトでいいですか。 

 

（異議なし） 

 

広報広聴委員会の活動ルールは令和４年度の方の欄の協

議済でいいよね。それで、タブレット端末導入は入るので。 

 

運用方法は協議中じゃないですか。導入はいいんですけ

ど。 

 

タブレット端末の導入と運用方法を別々にしたら、導入

は済でしょ、運用方法は協議中でしょ。次が委員会におけ

るオンライン会議、これは最終日に出るけど、ここではも

う協議済にして、委員会活動活性化、これは委員会として

結論を出したので協議済、委員会としてはいいね。一般質
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問も協議済やね、事前通告も協議済。大学や学識経験者と

の連携等、これは協議中でいいよね、継続中やね。 

 

やるという方向でやっているので。 

 

済か。 

 

済んではいないんじゃないですか、どこの大学ととか。 

 

それを議会改革で決めるのか、議会改革ではこういうこ

とをやっていこうと提案するんだけど、全協の中でみんな

で話し合うのか、議運の中で話し合うのか、そこまで議会

改革でしないんじゃないか。 

 

ある程度案をやらないと決まらなくないですか。 

 

大学や学習経験者と連携をしていくということは決まっ

ているので、運用と連携方法が協議中で、タブレットと一

緒で２つに分けたら、大学と学識経験者との連携はやって

いくと、それは協議済でいいでしょ。それで連携先とか、

その詳細については協議中。それでやっていくしかないで

すよね。議員活動のための先例、申し合わせ事項の閲覧方

法のあり方、これは協議済、どうでしょう。 

 

常任委員会活動の活性化の常任委員会任期の見直しはや

ったけど、任期見直し後の委員会活動のあり方は協議中と

いうか、今後の課題。 

 

２年を任期とすることは協議済で、委員会活動のあり方

については協議中やね。タイムスケジュールを立てたほう

がいいというのは決めた。 

他に何かありますか。 

 

（発言なし） 

 

ということで、この表について、市議会における直近の

議会改革の取り組みとして公開してはどうかと考えます。

まず、この案をもって全議員に説明し、了承が得られれば

公開したいと思いますが、皆さんどうでしょうか。 

 

（異議なし） 
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では、この協議を踏まえ、作成した案をもって全議員へ

説明したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

次に、議会改革特別委員会中間報告について、全議員に

報告の後、本会議で行いたいと考えますが、委員長にご一

任ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。ではそのように進めさせていた

だきます。 

議長、副議長何か。 

 

（発言なし） 

 

議会改革特別委員会を終わらさせていただきます。あり

がとうございました。 

 
  【閉会=午後３時２４分】 

 


